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添付 1-1．協議メモ ムアンサムシップ市 第 1 回  

場所 ムアンサムシップ市 会議室 日時 2025 年 5 月 28 日 

14.00-16.00 

議題 ムアンサムシップ市 都市廃棄物管理  

参加者 別添 1-1-1 の通り 

配布資料 1. 令和 7 年度 都市間連携事業 説明資料 

2. GOMIX カタログ 

 

1．次第 

1-1．開会 

(1) ムアンサムシップ市挨拶 

(2) 北九州市挨拶 

1-2．都市間連携 JCM 事業紹介 

1-3．GOMI ソリューションズ社 会社・製品紹介 

1-4．質疑応答 

1-5．総括・閉会 

 

2．結論 

 ムアンサムシップ市（以下、「市」という）は、市を代表してピータナ・パナドーン副助

役から、GOMI ソリューションズ社（以下、「GOMI 社」という）の提案に関心を表明

し、同社との協議を継続することで同意した。 

 GOMI 社の提案は以下の通りであった 

- GOMI 社は、市から同意を得ることを前提に経済産業省の「グローバル・サウス」令和 7

年度 2 次公  

に、市の都市廃棄物処理事業を応募する。 

- 採択されれば、設備投資（CAPEX）の 3 分の 2 相当額の助成金を受けることができ、且

つ市と GOMI 社の間で諸条件について合意できれば、残りの 3 分の 1 については GOMI

社にて出資を行う用意がある。 
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3．協議内容 

3-1．開会挨拶 

(1) ムアンサムシップ市 

 ムアンサムシップ市（以下、「市」という）は、市を代表してピータナ・パナドーン副助役

は、「北九州市、ウボンラチャタニ県環境局(以下、「県環境局」という)、日本側関係者を歓迎

したい。またお目にかかれたことを大変嬉しく思う。ウボンラチャタニ県における県、県内自

治体と北九州市による都市間連携事業については、県環境局から説明を伺っている。市は、都

市廃棄物の最終処分に課題を抱えており、現在、解決策を模索している。本日は、北九州市、

また日本側関係者からご提案を頂けると聞いている。本日の協議が双方にとって実り多いもの

となることを望む」と述べられた。 

 

(2) 県環境局 

 県環境局ポーンアパ環境技官から、市の挨拶の補足として、プロジェクトの背景と本日の会

議の目的について以下の通り説明があった。 

1) ムアンサムシップの都市廃棄物処理 

 市の埋立処分場は、2027 年に契約期限が切れ、（土地の賃借契約が延⾧されない場合）

土地の所有者である森林局に土地を返還せねばならない。 そのため市は、別の場所に小

型焼却炉を導入することを検討している。 

 小型焼却炉の導入については、設置を検討する場所の周辺住民から、排ガス等への懸念か

ら施設の設置について反対が出る可能性があることが懸念されている。 

2) 本日の協議の趣旨 

 都市間連携事業に参加する企業が、市の都市廃棄物処理事業に関心を示しており、自社の

技術・製品を紹介すると共に、MSW 問題の解決策を市に提案する。 

 

(3) 北九州市 

 北九州市環境局官局国際課・日箱課⾧より、協議参加各位への御礼に続き「北九州市とウボ

ンラチャタニ県との都市間協力事業は、2023 年にスタートした。炭化・熱分解による都市廃

棄物の処理処分は、プロジェクトチームが取り組んでいる活動の一つである。本日の協議会に
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は、北九州に本社を置くの GOMI 社の代表が参加している。市は、本日の協議で参加者各位

がしっかりと議論を行い、実りある結果が得られることを期待している。」と述べられた。 

 

3-2. 都市間連携事業 事業説明 

 受託業者より、都市間連携事業について説明を行った。 

 

3-3．GOMI 社 プレゼンテーション 

 GOMI 社 関山代表取締役より、同社が開発した熱分解装置 GOMIX（製品名）の紹介があっ

た。同氏より「GOMIX は、混合廃棄物を受け入れ、有機廃棄物を炭素に、プラスチック廃棄

物を油に変換することができ、金属スクラップをそのまま回収することができる。CO2 排出

がほぼゼロであること、混合廃棄物の受入れが可能であること（MSW の分別が不要であるこ

と）が、同社の製品の特徴であり利点である。」との説明があった。 

 

4. 質疑応答と意見交換 

(1) GOMIX の特性（質問:市、回答:GOMI 社） 

 MSW に含まれるプラスチック廃棄物を 20％と仮定した場合、3 トンの MSW の処理から

420 リットルの油を回収できる。 

 回収された油は重油に近い性質を持っており、GOMIX を含むボイラーやその他の産業用

途に使用できる（GOMIX は 3 トンの MSW を処理するために約 180 リットル/回の回収

油を使用する）。 

 GOMIX の運転に必要なオペレーターは 1～2 人。作業手順は、①都市廃棄物をゲージに

入れる、②チャンバーでの全ての処理プロセスが完了したら、副産物である油、炭化物、

金属廃棄物を取り出して分離する。 

 GOMIX は熱分解技術を採用しているため、焼却時に発生する可能性のある有害物質が発

生しない。 

 GOMI 社の製品保証は 10 年。最初の 5 年間は無償で修理を行い、残りの 5 年間は有償で

の修理となる。修理は、ラヨーン県に駐在する GOMI 社のエンジニアが行う。 

 GOMIX（3 トンモデル）の価格は約 7 百万バーツである。 



令和 7 年度 脱炭素社会実現のための都市間連携事業委託業務（タイ国ウボンラチャタニ県 JCM の利

活用を通じたカーボン・ニュートラル実現可能性調査事業） 

4 
 

 GOMIX の設置、運転に必要な土地面積は 10 x 12m、 4m 程度の屋根掛けが必要とな

る。 

 

(2) GOMI 社の提案 

 市 にて GOMIX に関心をお持ち頂けるのであれば、GOMI 社にて日本政府（経済産業

省）の補助金申請 を検討する。 

 採択されれば初期投資の 2/3 相当の助成金を受けることが出来る。残りの 1/3 は GOMI

社が市との条件合意に基づき出資する。 

 

(3) 市のコメント 

市は、市における GOMIX 導入の可能性について引き続き協議することに合意し、市の都市廃

棄物発生、管理状況、今後の取進めについて以下の通りコメントを行った。 

 市 が所有する固形廃棄物処分場は森林区にあり、プロジェクト（一般的な 都市廃棄物処

理）には適さない可能性がある。 

 市はプロジェクトに使用できる可能性のある別の土地を所有している。 

 市 は更なる情報を収集し、市の利害関係者と調整し、それらの情報を GOMI 社と共有す

る。 

 

5．その他 

 市からの（北九州市の廃棄物管理についての）質問に対して、北九州市から、以下の通り知

見共有が行われた。 

 北九州市は、1990 年より分別収集を推進しているが、当初は市民の反対もあった。 

 北九州市の人口は約 100 万人、ごみ集積所は約 3 万カ所。初期段階では、北九州市はス

タッフを派遣し、これらの集積所でごみの分別方法を住民に説明した。 

 市民、特に子どもたちへの教育は重要な活動の一つである。市は小学校での環境教育を実

施し、都市廃棄物管理に関する習慣を身につけてもらえるよう努めている。 

 北九州市は、市民に有料指定ごみ袋の使用を義務づけている。当初は不法投棄の増加や市

民の反発を招いていたが、年月の経過と共に理解が得られるようになった。 
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 日本では、北九州市のようにごみ袋を販売する方法、もうひとつは住民税の一部として徴

収する方法の 2 つのごみ処理手数料の徴収方法がある。 

 一般に、店舗前や駅前など特定の場所を除き、道路上に公共のごみ収集ボックスはなく、

ごみの種類によって収集日が決められている。 

 

4. 総括と閉会 

 北九州市環境局の日箱課⾧は、参加者全員に感謝の意を表し、次のように述べた。GOMI 社

の本社は北九州市にある。北九州市は、北九州市、ウボンラチャタニ県及び同県の地方行政機

関の都市間協力の一環として、GOMI 社が 市 と共同でプロジェクトを展開することを引続き

支援する。北九州市は、市のプロジェクトが地域の効率的な廃棄物管理につながることを期待

している。スケジュールはかなり厳しいが、両者が本日の会議の議論通りに解決することを期

待している。 
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協議の模様と集合写真
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別添 1-1-1. 出席者 

1. Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani (PONRE) 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Ms. Pornampha Surapakdee Environmentalist, 

Professional level 
Environment Subdivision 

2. Muang Sam Sip Subdistrict Municipality 

 Name Position Dept. / Bureau 
1.  Sergeant Major First Class. Peetana 

Panadorn 
Deputy Municipal Clerk Office of Muang Sam Sip Subdistrict 

Municipality 
2. Mr. Methee Saisud Director  Division of public works (Acting 

Mayor) 
3. Ms. Jiraporn Nawapanpong Director  Division of Finance 

4. Ms. Onuma Chainoi Director Division of Public Health and 
Environment 

5. Police Sergeant. Yuparat 
Mongkolkarn 

Head of Administration Office of the Municipal Clerk 

6. Mr. Wanchai Phanloso Legal Officer, Practical 
Level 

Office of the Municipal Clerk 

3. City of Kitakyushu *Participating via Online 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Hibako Takafumi * Director City of Kitakyushu / Environment 

Bureau  2. Ms. Mifuyu Oyama * Deputy Director 
3. Ms Kana Miyamoto Senior Staff 

4. Technical Provider 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Kazuta Sekiyama President Gomi Solutions Co., Ltd. 
2. Mr. Hiroko Okamoto Manger 

6. Secretariat 

 Name Position Dept. / Bureau 
3. Mr. Satoshi Takagi Representative EX Research Institute Bangkok Office 

/ EXRI ASIA  4. Ms. Kanokwan Olanrungreang Consultant 
5. Ms. Atitaya Kulasavate Assist. Researcher  
6. Mr. Kantatat Wannawasu Interpreter 
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添付 1-2．協議メモ ムアンサムシップ市 第 2 回  

場所 ムアンサムシップ市 会議室 日時 2025 年 7 月 22 日 

10.00-12.00 

議題 ムアンサムシップ市 都市廃棄物管理  

参加者 別添 1-2-1 の通り 

配布資料 1. 令和 7 年度 都市間連携事業 説明資料 

2. 第 1 回 関係者協議会 議事録(タイ語)  

 

1．次第 

1-1． 都市間連携事業紹介 

1-2． 質疑応答・意見交換 

 

2．結論 

 ムアンサムシップ市は、5 月 25 日の協議結果を踏まえ、市の MSW 管理について GOMI 社との協業を検討する 

 GOMI 社にてムアンサムシップ市を訪問、技術、製品、提案事業について説明を行う 

 

3．協議内容 

3-1．都市間連携事業 事業説明 

（1）県・天然資源環境局 

 県・天然資源環境局（以下、「県環境局」という）ポーンアパ環境技官から、都市間連携事業の概要、本日の訪問目

的と協議の内容について「県と北九州市は 2023 年以降、都市間連携事業の一環として、県内の脱炭素事業の実現に

向けた取組を継続している。ムアンサムシップ市とは、2025 年 5 月 28 日に、市内の都市廃棄物の適正処理事業・事業

化の可能性について第 1 回目の協議を行った。本日は、新市⾧着任後の挨拶と事業化検討についての説明、また同につ

いての質疑応答と意見交換を行う」との説明があった。 

 

（2）業務受託業者 

 業務受託業者から都市間連携事業の概要について説明を行った。 

 

3-2．質疑応答、及び意見交換 

(1) 環境影響 
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 市は都市廃棄物処理事業に起因する環境影響を懸念している。FS を実施し、その中で住民の意向等も聴取すべ

きと考えている。 

 GOMI 社は、同社の設備は炭化・油化設備であり、排ガス等は発生しないとしている 

 

(2) 日本側の要望 

 GOMI 社は、初期投資の 2/3 を経済産業省の助成金で賄い、残る 1/3 を自社で賄うとしている。同投資に対して

事業性が担保できればよいと考えているという理解。収益は、処理費用、資源ごみと油の販売代金等となる見込

み。 

 

(3) 市の廃棄物に係わる情報共有 

 市は、クラスター1(Nong Khon 市)に所属しているが、クラスターの都市廃棄物処理処分施設に都市廃棄物を運搬し

ておらず、市が森林局からリースを受けている土地に廃棄している。 

 廃棄物廃棄場は、ムアンサムシップ副郡事務所（以下、SAO）の管轄区内にある森林保護区にあり、契約期間は

30 年、2026 年迄となっている。契約期間満了後、契約を延⾧できるか否かは、現時点で定かではない。 

 廃棄物廃棄場で廃棄以外の処理処分を行うためには、新たに申請を行う必要がある 

 都市廃棄物を不法に投棄する者がいることに加え、野焼きが何度となく行われており、廃棄物の蓄積量を推定するこ

とは不可能である。 

 市の廃棄物収集運搬料金は 20 バーツ/世帯/月 

 

(4) プロジェクトの実施スケジュール 

 GOMI 社からは、経済産業省のグローバル・サウス 2025 年第 2 次公募に応募したいと聞いており、その場合、2025

年 10 月に公募があるのではないかと思われる。 

(5) プロジェクト・サイト（別添 2-2-21） 

市は、以下の４つのサイトを GOMI 社との協力事業の候補地と考えている。 

1) 廃棄物廃棄場  

2) 第 1 地区 水源区(井戸) (約 6 ライ、周辺に村落あり) 

3) 第 5 地区 浄水場 (副郡事務所所有地) 

4) その他、副郡内適地 

 

3-3． 総括、及び閉会 

- GOMI 社にて市を訪問し、技術、製品、提案について、市に説明を行う 

- PONRE にて Ta Phraya 副郡事務所の事例を紹介する 

 
1 業務受託業者にて協議に作成 
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協議の模様と集合写真 

撮影: 業務受託業者 
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別添 1-2-1. 出席者 

1. Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani (PONRE) 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Ms. Pornampha Surapakdee Environmentalist, 

Professional level 
Environment Subdivision 

2. Muang Sam Sip Subdistrict Municipality 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Aphinan Hinkaew Mayor  
2. Ms. Sirilak Wongsamak Deputy Mayor 
3.  Sergeant Major First Class. Peetana 

Panadorn 
Deputy Municipal Clerk 

4. Ms. Naphat Warit Secretary of the Mayor 
5. Ms. Jiraporn Nawapanpong Director  Division of Finance 
6. Ms. Nattharinee Sessangsri Supply Officer, Experienced 

Level 
Division of Finance 

3. Secretariat 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Satoshi Takagi Representative EX Research Institute Bangkok Office 

/ EXRI ASIA  2. Ms. Kanokwan Olanrungreang Consultant 
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別添 1-2-2. 事業候補地視察 

 

 

 

ムアンサムシップ市(左)と事業サイト所在地(右) 

 

 
廃棄物廃棄場 

 

 
第 1 地区 水源区(井戸) 
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第 1 地区 水源区(井戸) 

 

 

第 5 地区 浄水場 (副郡事務所所有地) 

 

出所: 業務受託者にて作成 



令和 7 年度 脱炭素社会実現のための都市間連携事業委託業務（タイ国ウボンラチャタニ県 JCM の利活用を通じた

カーボン・ニュートラル実現可能性調査事業） 

14 
 

別添 1-2-3．ムアンサムシップ市における MSW 発生量 

 
出所: ムアンサムシップ市からの提供データに基づき業務受託者にて作成 
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別添 1-2-4．5 月 28 日 協議会 議事録（ムアン市提出版） 
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計 8 頁、以下、割愛 

 

作成: 業務受託者



令和 7 年度 脱炭素社会実現のための都市間連携事業委託業務（タイ国ウボンラチャタニ県 JCM の利活用を通じた

カーボン・ニュートラル実現可能性調査事業） 

17 
 

添付 1-3．協議メモ ムアンサムシップ市 第 3 回  

場所 オンライン 日時 2025 年 8 月 14 日 

13.00-15.00 

議題 ムアンサムシップ市 都市廃棄物管理  

参加者 別添 2-3-1 の通り 

配布資料 1. 第 2 回 関係者協議会 議事録(タイ語)  

 

1．次第 

1-1. 開会 

1-2．GOMI ソリューションズ社(以下、「GOMI 社」という) 技術・製品、提案事業紹介  

1-3．総括、閉会 

 

2．結論 

 GOMI 社にて、市に発行を求める関心表明（案）を作成し、市に送付、市は関心表明の発行如何

について検討する。 

 市は、周辺住民との廃棄物処理施設整備についての合意形成、また機器の管理等に懸念があるた

め、GOMI 社に都市廃棄物の処理を委託、処理費用を支払うことにしたい。 

 市はサイト候補と位置付けていた場所での事業実施は困難と判断しており、事業を実施する場

合、民間の土地を賃借することになる。 

 事業サイトを含め GOMI 社にて調査を実施する 

 

3．協議内容 

3-1．開会 

(1) 協議開催趣旨説明 

 業務受託者から「5 月 28 日 第 1 回協議会を開催し、北九州市とウボン県庁から都市間連携事業

について説明、GOMI 社から同社、技術、製品について説明頂いた後、ムアンサムシップ市との都市

廃棄物分野での協力についてのご提案頂き、ムアンサムシップ市から関心を表明頂いた。その後、市

⾧選の関係で協力事業の検討が遅れていたが、7 月 22 日に新市⾧にご挨拶、経緯を説明させて頂い
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た。その際、GOMI 社の技術、製品、ご提案について質問があったことを受け、本日、GOMI 社から

直接説明を頂くべく協議会を開催する。」と説明した。 

 

(2) ウボン県環境局 

 県・天然資源環境局は、「本日の協議は、ムアンサムシップ市と日本側関係者にとって、理解を深

める良い機会になると考えている。忌憚無き意見交換を行って頂ければと思う」と述べられた。 

 

(2) ムアンサムシップ市 

 ムアンサムシップ市⾧は、「市は都市廃棄物に問題ある。住民からの合意形成を含めて環境影響の

少ない都市廃棄物処理を行うかが課題となっている。本日の協議で話を伺いたい」と述べられた。 

 

3-2． GOMI 社 説明 

(1) GOMI 社技術・製品紹介 

(2) 市への提案 

 

3-3．質疑応答・意見交換 

 耐用年数は、10 年 

 保守保全は、GOMI 社のエンジニアチームが対応 

 処理量は６t/日 

 サイトは民間所有地、GOMI 社単独事業(処理費用徴収、資源ごみ回収等) 

 GOMI 社は、METI の補助金ありきで検討＝市から関心表明(ごみ供給、運搬、処理委託、処理

費用支払い含む) が必要。GOMI 社から市に対して案を提示。 

 住民から賛同得られるかが課題である(過去に同意得られない問題あった（臭気）) 

 サイト、住民との合意形成については、GOMI 社にても調査を実施する。 

 

4．総括・閉会 

 業務受託者にて、協議内容を総括し、閉会した。 
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協議の模様 

写真: 業務受託者にて作成
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別添 1-3-1．出席者 

1. Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani (PONRE) 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Ms. Pornampha Surapakdee Environmentalist, 

Professional level 
Environment Subdivision 

2. Muang Sam Sip Subdistrict Municipality 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Aphinan Hinkaew Mayor Office of Muang Sam Sip Subdistrict 

Municipality 
2. Ms. Jiraporn Nawapanpong Director  Division of Finance 

3. Ms. Onuma Chainoi Director Division of Public Health and 
Environment 

3. Gomi Solutions Co., Ltd.*Participating via Online 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Kazuta Sekiyama President Gomi Solutions Co., Ltd. 
2. Ms. Hiroko Okamoto Manager 

4. Secretariat 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Satoshi Takagi Representative EX Research Institute Bangkok Office 

/ EXRI ASIA  2. Ms. Kanokwan Olanrungreang Consultant 
3. Ms. Atitaya Kulasavate Assist. Researcher  
4. Ms. Wratchaya Rodraksa Assist. Researcher 
5. Mr. Kantatat Wannawasu Interpreter 
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添付 1-4．協議メモ ムアンサムシップ市 第 4 回  

場所 ムアンサムシップ市 会議室 日時 2025 年 10 月 24 日 

14:00 – 15:30 

議題 タイ国ウボンラチャタニ県 JCM の利活用を通じたカーボン・ニュートラル実

現可能性調査事業 進捗報告 

出席者 別添 2-4-1 の通り 

配布資料 1. 油化施設の紹介 

 

1, 開会 

1.1 ムアン・サムシップ市 

 ムアン・サムシップ副郡市（以下、「SDM」という）公衆衛生環境部⾧は、日本側参加者を歓迎し、SDM からの参加者

を紹介した。 

 

1.2 北九州市 

 北九州市（以下、「市」という）環境局 国際環境戦略課⾧は、会議の参加者への挨拶に続き、「本日は、ウボンラチ

ャタニ県( 以下、「県」という) の都市間協力事業の一環として、検討しているムアン市の都市廃棄物処理事業への炭化施

設の導入について協議を行う予定である。協議では、GOMI ソリューションズから処理技術について環境への影響を含めて

説明を行う予定である。」と述べられた。 

 

2．協議内容  

2.1 GOMI 社 

 GOMI ソリューションズ㈱の代表取締役社⾧から、同社の熱分解装置「GOMIX」（製品名）を紹介するとともに、

SDM における都市廃棄物の処理施設として SDM に導入した場合の環境への影響について説明があった。 
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 ムアン市との質疑応答は以下の通りであった。 

 

(1) GOMI 社の施設整備に必要な土地面積 

 機械サイズは 12×9×3.5 メートル（廃棄物移送エリアを除く） 

 設置場所の要件:平坦な地面（コンクリート舗装）、屋根、水道・電気などの基本設備 

(2) GOMI 社の施設による湿式廃棄物（有機廃棄物）、金属、有害廃棄物の処理 

 有機廃棄物は炭に転換されるが、金属は燃焼せず元の状態のまま残る 

 PCB、電球、殺虫剤缶などの有害廃棄物は処理不可(水銀などの有害成分は除去不可能) 

(3)  処理工程で得られる油の質と用途 

 生成油の品質は投入廃棄物の種類に依存します。例えば、廃棄物を事前に分別しプラスチックのみを投入した場

合、高品質な油が得られます。 

 処理工程で得られる油は、本機自体の燃料として使用される。 

(4) 処理施設は電気を使用するか 

 システム制御に少量の電力を消費する。 

(5)  廃棄物処理のトン当たり費用 

 GOMI 社の廃棄物処理費用は THB450/t を想定。 

 初期投資および運営費用は GOMI 社が負担 
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 処理工程からの出る副産物は GOMI 社に帰属 

 （参考）地方都市における都市廃棄物処理費用は THB500～600/t であり、3 年毎に契約更新時に 5～10％値

上げされることになっていることが多い。ワリン市の処理費用は THB550.-/t 

 

 

2.2 ムアン市 

 前回の協議以降、（GOMI 社の施設導入について）SDM で協議を行った結果、幾つかの点について、追加情報を

収集し、関係者間で意見交換を行う等、慎重に検討を進める必要があるとの結論に至った。 

 具体的には、以下の通り 

- G O MI ソリューションズ社の技術、製品、タイでの事業事例等情報を地元住民を含む関係者に開示すると共に、

公共・地域・環境への影響説明を内容とする公聴会を開催し、関係者からの意見を聴取せねばならない。 

- また SD M は、現在の廃棄物管理状況、廃棄物処分場の契約更新の見込み等、現況と施設導入を検討する

背景について、また新事業の事業用地、都市廃棄物管理費用と予算措置等について説明を行う必要がある。 

- 加えて、都市廃棄物処理施設の整備に係る関連法令との整合性も重要となる。 

- また S D M 関係者の一部は、地域内に処理施設を設置することで、他地域からの都市廃棄物を受け入れざるを

得なくなること懸念する声もある。 

 これらの問題は、地域にとって非常にセンシティブな問題であるにも拘わらず、SDM は、過去の会議で、それらについて

認識が不十分であった。 

 

2.3 業務受託者 
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 都市廃棄物処理施設の整備については、地域住民の環境への懸念を十分に理解しており、地域の皆様への情報

提供に協力する用意があります。 

 E X A は SDM に対し、廃棄物エネルギー化プロジェクトの設立に関連する環境問題の事例を説明し、プロジェクト規

模に応じて通常は環境影響評価（E IA）または初期環境審査（I EE）の検討と審査が必要であると指摘しまし

た。さらに、考慮すべきその他の環境的側面も存在します。 

 

3. 閉会 

3.1 北九州市 

 国際環境戦略課⾧は、参加者全員に感謝の意を表明し、「市は、SD M の課題解決に資する提案に努めてきたが、

S DM にては、課題解決のためには未だ多くの障害があることを理解した。市は、ウボンンラチャタニ県との都市間協力事業

を継続しており、県内の廃棄物管理について引き続き支援していく。今後、協力の機会があれば、是非、協議を再開した

い」と述べられた。 

 

3.2 ムアン市 

 ムアン市副市⾧は、「日本からの参加者におかれては、貴重な情報を提供頂き、深く感謝する。本日の協議ではご期待

に沿う回答が出来ずに残念である。今後も協力の可能性について協議を行う機会があることを期待したい。」と述べられ

た。 
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協議の模様 

写真: 業務受託者にて作成
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別添 1-4-1．出席者 

1. Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani (PONRE) 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Ms. Pornampha Surapakdee Environmentalist, 

Professional level 
Environment Subdivision 

2. Muang Sam Sip Subdistrict Municipality 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Ms. Sirilak Wongsamak Deputy Mayor  

2. Mr. Songsak Niyomkun Secretary to mayor  
3. Mr Korapong Amornjittsuwane Secretary to mayor  
4. Mrs. Wimonwan Jaipop Deputy Municipal Clerk  
5. Ms. Phitchayada Promwichai Head of Office of the 

Municipal Clerk 
 

6. Ms. Jiraporn Nawapanpong Director  Division of Finance 

7. Ms. Onuma Chainoi Director Division of Public Health and 
Environment 

8. Police Sergeant. Yuparat 
Mongkolkarn 

Head of Administration Office of the Municipal Clerk 

9. Ms. Chutima Loifa General Service officer, 
Professional Level 

Division of Public Health and 
Environment 

3. City of Kitakyushu  

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Hibako Takafumi Director City of Kitakyushu / Environment 

Bureau  2. Ms Kana Miyamoto Senior Staff 

4. Technical Provider 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Kazuta Sekiyama President Gomi Solutions Co., Ltd. 
2. Mr. Hiroko Okamoto Manger 

5. Secretariat 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Satoshi Takagi Representative EX Research Institute Bangkok Office 

/ EXRI ASIA  2. Ms. Kanokwan Olanrungreang Consultant 
3. Ms. Atitaya Kulasavate Assist. Researcher  
4. Ms. Kanistha Chenpimai Assist. Researcher  
5. Mr. Kantatat Wannawasu Interpreter 
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添付 2． 
 

本邦招聘 
 

添付 2-1. 北九州市における都市廃棄物管理 

添付 2-2. 北九州市における環境学習 

添付 2-3. 北九州市 エコタウン・センター 

添付 2-4. 北九州市内 ごみ出しポイント 

添付 2-5. 北九州市 日明カン・瓶リサイクル・センター 

添付 2-6. 北九州市 リサイクルごみ回収ポイント 

添付 2-7. 北九州市 環境ミュージアム 

添付 2-8. ジェーフィルズ ㈱ 

添付 2-9. 横浜エコクリーン㈱ 

添付 2-10. J Bio Food Recycle 
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添付 2-1. 北九州市における都市廃棄物管理 

会場 北九州市 会議室 日時 2025 年 9 月 1 日 

09:30- 

講師 環境局 国際環境戦略課 宮本主査 

参加者 1. 大山係⾧ 

2. 宮本主査 

3, 近藤 （公財）北九州国際技術協力協会  

資料 北九州市における廃棄物管理 (タイ語版) 

  
 

（説明資料） 
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ごみを管理せず散乱したままにしておくと、ごみ置場や埋立地で腐敗が進み、病害虫が発生し伝染病の流

行につながる。日本でも約１５０年前にごみが原因となるコレラが大流行し、廃棄物の規制が始まった。

当時はそのまま燃やしていましたが、今はプラスチックなどごみの中には、燃やすことで有害物質が出る

ものがあります。そのため、環境汚染を防ぐには分別が必要。また、リサイクルができるものもあり、再

利用できるものはリサイクルして環境汚染対策をしている。日本でも過去には、ごみが散乱していました

が、今ではきちんと分別して、決められた場所・時間にごみが出され、適切に回収。写真のゴミ袋にネッ

トがかけられているのは、カラス等からの被害を防ぐため 
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北九州市も１９６０年代までは、ごみが散乱する街であった。企業や行政、市民がきれいなまちづくりを

目指して取組んだ結果、このようなきれいな街になった。 

 
 日本では廃棄物に関する一般法として、「廃棄物管理法」があり、この第２条で廃棄物について規定し

ているが、法的紛争となり、裁判所による判断もある。これは総合判断説と呼ばれ、一概には決められな

い。 

 

 
日本では、廃棄物は全て市町村が処理するということになっていたが、経済の高度成⾧により、１９７０

年に、産業界から排出された廃棄物について、市町村の処理義務から除外された。 現在の廃棄物の種類



令和 7 年度 脱炭素社会実現のための都市間連携事業委託業務（タイ国ウボンラチャタニ県 JCM の利活用を通じた

カーボン・ニュートラル実現可能性調査事業） 

31 
 

は、産業界が自ら廃棄すべき「産業廃棄物」と、それ以外の「一般廃棄物」に分かれているが、産業界か

ら排出される廃棄物のうち、環境汚染上の問題が少なく、一般的に市町村が処理可能な廃棄物について

は、一般廃棄物として取扱われている。放射性廃棄物については、国が直接処理している。 

 
 産業廃棄物が事業者の責任で処理されるようになった背景として、汚染者負担原則（PPP）がある。

PPP は OECD が 1972 年 5 月に採択したもので、環境汚染を引き起こす汚染物質の排出源である汚染者

に発生した損害の費用を全て支払わせている。PPP 原則について、日本では、高度経済成⾧により、公害

原因企業の汚染回復責任・被害者救済責任の追及に力点が置かれていった経緯があり、現在の日本の法律

にも規定されている。また、この原則については、国際的にも導入されている。（例えば、1975 年には欧

州共同体（EC）も PPP を汚染防止の国際的原則として採択。1980 年 12 月に、米国のスーパーファンド

法で有害廃棄物の放出責任者に汚染浄化費用負担を義務化。1992 年の国連環境開発会議（UNCED）での

リオ・デ・ジャネイロ宣言でも、この PPP 原則を取り入れた条文が採択された） 
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 廃棄物管理において、街にごみが散乱したり、ごみによる健康被害などを防ぐため、処理責任の所在を

明確にすることは、極めて重要である。処理責任の適正化が、適正管理の第１歩です。日本では、一般廃

棄物は市町村、産業廃棄物は排出者ということになっている。収集業務などを民間委託した場合でも、最

終的な責任は市町村に残る。 

 
 その他、家電リサイクル法では、製造業者（メーカー）は引き取りとリサイクル（再商品化等）の義務

を負い、リサイクル事業者を認定・監督し、適正に処理したか確認する。小売り業者には排出者から引き
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取った廃家電品を製造業者に引き渡す義務、排出者（消費者）にはリサイクル料金と収集運搬料を負担し

それぞれの役割を分担してリサイクルを推進することが義務づけられている。 

 消費者は、”排出“の際に、リサイクル費用を負担。 

 小型家電リサイクル法では、市町村、認定事業者または認定事業者から委託を受けた小売業者など

に引き渡すことを消費者の努力義務として定めている。 

 処理費用は種類や物の状態によりますが、排出の際に、消費者が支払うリサイクル費用は法律に定

めはない。 

 自動車リサイクル法では、新車購入時にリサイクル費用を支払う仕組み。 

 自動車メーカーは、家電と同様、リサイクル事業者を認定・監督し、適正に処理したか確認。 

 適正に処理されていなければ、リサイクル料金は払われない。 

 

 
 本市の廃棄物管理に関する施設です。 

 北九州市では、地理的な条件を考慮して、市内に 3 つのごみ処理センターを設置。 これらのセン

ターでは、一般ゴミの収集、資源ごみの収集、集団資源回収団体の登録受付、ごみ・し尿処理に関

する指導等を行う。 

 これらのごみ処理センターの近くには、3 つの焼却工場があり、集められたごみを焼却又は溶融処

理しています。 

 さらに、缶や瓶のリサイクルセンターが 2 カ所、粗大ごみのリサイクルセンターが 1 カ所ありま

す。 
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 最終処分場は海に面した響灘地区にあり、焼却灰や建設廃材などを埋めて処分。  

 

 
 現在の市内家庭ごみの処理の流れ。まず、住民は、市内全体で約 38,000 ヶ所ある「ごみステーショ

ン」に家庭ごみを出し、それらは収集された後、工場で焼却される。焼却灰は最終処分場に埋立処理され

る。資源ごみは、かん・びん、ペットボトル、プラスチック製品を分別収集、かんびん資源化センター等

で分別し、リサイクル工場等で再生原料として利用される。紙パック、食品トレー、蛍光管、小物金属や

小型電子機器など発生量の少ない資源ごみは、ショッピングモールや市民センターで拠点回収している。

（拠点数 紙パ・トレー279 ヶ所、蛍光管 219 ヶ所）。古紙は、市民団体が民間の古紙回収業者への引き

渡しを促進するため、市民団体に量に応じた奨励金を交付している。 
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 2016 年のゴミのフロー。赤線で囲っている、粗大ごみは、市が有料で収集してリサイクルセンターで

処理・選別（現在は民間に委託）、内、木くずなどは焼却場に運ばれ、鉄は民間のリサイクル工場に運ば

れて建築資材などにリサイクルされている。家庭系ごみの分別率は、かん・びん、ペットボトルで

89.5%、プラスチック製容器包装で 44.4％であった（2019 年） 

 
 ごみステーションに集められた家庭ごみの収集。収集は２～3 名の作業員が行い、満載になったら、焼

却工場等へごみを運搬する。車 1 台のごみの回収、運搬は 1 日あたり３回から７回となっている。収集す

る際に作業員にお金を払う必要はない。ゴミ袋を透明にすることで、排出者が正しく分別しているかどう

かが分かるようにしている。これが、分別が成功している理由の一つです。 
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 これは、資源化物のかん・びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装のステーションです。市内に

約 12,000 ヶ所設置（2011.5.19 現在）しています。家庭ごみと同様にごみ収集車にて収集され、資源化

センターで分別されます。2023 年 10 月からは、プラスチック製容器包装に加え、「製品プラスチック」

についても一緒に回収しています。 

 
 分別やリサイクル品目の追加に関する基本的な考え方として大事なことは３つ。１つは、分別収集には

市民の協力が不可欠であり、市民にとって分別の仕組みや方法がわかりやすいこと。２つ目は、リサイク

ルされるルートが整備されなければ、資源は循環しないことから、再生品の需要があること。３つ目は、

回収される資源以上のエネルギーやコストを発生させないこと。リサイクルされるまでの間で分別をどの

段階で行うのか、どこで回収するのかなど、排出量、収集、運搬、選別のコストを含む、リサイクルのた
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めの諸条件を考慮する必要があり、、リサイクルすれば、大量消費や大量廃棄が許されるというものでは

ない。 
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 資源化物は、回収ボックスで回収。写真は紙パック・食品トレイの回収ボックスで、主にスーパーマーケ

ットなどに設置。 
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 これは民間事業者が実施するごみのリサイクル。・全国のセブン-イレブンの一部店舗では、ペットボト

ル回収機を設置し、ボトル to ボトルのリサイクルシステムを構築している。・ペットボトル 5 本で 1 ポイ

ントがもらえる。 

 

 
分別やリサイクル品目の追加に関する基本的な考え方として、大事なことが３つ。１つは、分別収集には

市民の協力が不可欠であり、市民にとって分別の仕組みや方法がわかりやすいこと。２つ目は、リサイク

ルされるルートが整備されなければ、資源は循環しないことから、再生品の需要があることも大事。３つ

目は、回収される資源以上にエネルギーやコストが発生することは好ましくありません。リサイクルされ

るまでの間で分別をどの段階で行うのか、どこで回収するのかなど、排出量、収集、運搬、選別のコスト
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を考慮すべき。このように、リサイクルには幾つかの条件を整える必要があり、リサイクルすれば、大量

消費や大量廃棄が許されるというものではありません。 

 
 北九州市のごみ分別の歴史について説明。・国の廃棄物管理の基本方針の変更に伴い、北九州市では、

「家庭ごみ」の中から、リサイクルに適した分別品を追加してきた。１９９３年にかんとビンの分別収集

を開始、その後、ペットボトル、紙パック、トレイ、蛍光管、プラスチック製包装容器、といったよう

に、順次、分別収集の品目を追加してきた。2023 年からは、「製品プラスチック」の分別も導入した。

2023 年後半～2024 年前半の回収実績は、プラスチック資源の一括回収量:3,877 トン、うち製品プラ

スチック:240 トンとなっており、市町村による資源化と住民団体等による集団回収とを合わせた総資源

化量は 791 万トン、リサイクル率は 19.6％であった（R4 実績）。分別の導入は、市民一人ひとりの３Ｒ

意識の醸成と行動を促し、且つ社会的コストの抑制することを目指している。 
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 ごみ袋の有料化について説明します。北九州市は、１９９８年に日本の大都市で初めて、家庭ごみの有

料指定袋制を導入しました。そして、２００６年にプラスチック、ペットボトル等の分別収集導入と同時

に、家庭ごみの料金見直しを行いました。おおよそ、10 円が 2.2 バーツで計算してください。表を見て

いただくと分かるように、缶やペットボトルの袋の方が、それ以外の燃やすごみを入れる袋より安くなっ

ています。経済的なインセンティブにより住民に分別を促しています。また、日本の自治体で有料のごみ

袋を導入している自治体は約 65％です。日本では一般廃棄物の処理方法は各地方自治体に任せられてい

るため、自治体により対応が異なります。 

 

 
 こうした取組により、一般廃棄物の発生量は、２００３年をピークに順調に減少しています。 
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 北九州エコタウン事業は、産業共生やクリーナープロダクションの考え方を具体化したもので、現在は

25 社により 27 のリサイクル事業が稼働し、循環経済を促進しています。
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添付 2-2. 北九州市の環境学習  

会場 北九州市 会議室 日時 2025 年 9 月 1 日 

10:15- 

講師 環境局 国際環境戦略課 大山係⾧ 

参加者 1. 大山係⾧ 

2. 宮本主査 

3, 近藤 （公財）北九州国際技術協力協会  

資料 北九州市における廃棄物管理 (タイ語版) 

 

 
 

（説明資料） 
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 北九州市では、1960 年代の公害克服の過程において、市民が自ら学習するという経験が現在の環境教

育や環境学習の取組に活かされています。こうした流れの中、日本では、1993 年に国の法律の中に「環

境教育」の条項が盛り込まれ、さらに、2000 年には本市の条例の中に「環境教育」が盛り込まれまし

た。2002 年、世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）」で 2005 年から 2014 年までの期間を「国連

持続可能な開発のための教育の 10 年」（「国連 ESD の 10 年」）とし、世界規模で ESD 普及への取組みが

始まった。 

 
環境教育の対象は、学校教育だけではなく、社会教育や企業の人材育成なども含まれます。また、環境教

育とは、世界のみならず地域特有の課題を含め、解決が困難な現代の課題に対し、次のような視点を持っ

て取り組むことが大事です。 

   （1）一人ひとりが自らの問題として捉え、自分にできることを考える 
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   （2）地球レベルの広い視野で考える 

   （3）多くの人たちが目的を共有し、つながり、一緒に取り組む 

 
 北九州では、平成１８年９月に、市民・ＮＰＯ・学校、企業、行政等からなる「北九州ＥＳＤ協議会」

を設置し、持続可能な社会、みんなが住みやすいまちづくりのために、幅広い環境教育を総合的に推進し

ている。市民一人ひとりが理解し、実行できるよう、あらゆる教育や活動に ESD の理念を取り入れ、北

九州方式の ESD を構築し、国内外に発信するよう努めている。 
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 本市の環境教育の取組紹介。環境教育において、住民や市民とのコミュニケーション手段を確立し、当事

者の責任感や自発性を育み、協力関係を築くことが重要。北九州市では、協力を実現する基盤となる住民

団体とのコミュニケーションを円滑に行っており、また、住民意識を高め団結させるため、共通のゴール

を設定したり、目をひくスローガンを設定したりしている。 

 
 住民やコミュニティが周辺環境の維持などの環境活動に率先して参加するよう、会議を開いて呼び掛け

たり、市職員を派遣して模範を見せたりしてる。川や公園、道路の清掃など、住民組織の自主的活動に対

し、北九州市は色々な形で支援している。 
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「自分の後で掃除しなければならない」とわかっていれば、ポイ捨てを思いとどまりますが、行動を変え

るには時間がかかることがあります。一つの効果的な方法としては、子どもたちに、周辺環境や自分たち

が暮らす社会に率先して責任を担う大切さを教えること。学校は、学習教材の作成や学校での清掃活動な

どを通じ、社会的なスキルを身につけたり、地域社会と環境問題に対する市民のあり方を教える重要な場

と機会になる。 

 
 学校教育に加え、住民全体のコミュニティ参加や市の取組への参加拡大のため、住民を対象にした学

習・教育活動が必要。北九州市では、一般市民への教育として、パンフレットやウェブサイト等を使った

情報提供、一般市民を対象にしたイベント、恒常的な学習施設の整備などを行っている。 
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 北九州市には、環境学習のための幾つかの施設がありますが、それらの中での拠点的施設が「北九州市

環境ミュージアム」。この施設は、さまざまな環境問題をはじめ、本市の公害克服の歴史や身近なエコラ

イフの取り組み、市民や企業による多様な環境保全活動などを展示し、ガイドの解説により、「見て・触

れて・楽しみながら」学べる施設である。（毎年、１０万人以上が来館） 

 
 北九州市には、環境ミュージアムの他にも、 ・川・自然・環境についての理解を深める「水環境

館」、ごみの最終処分場の一区画に、自然創成の拠点として整備した日本最大級の「響灘ビオトープ」

等、市の自然や資源を活かした環境学習施設が沢山あります。浄水場やごみ焼却工場、かんびんリサイク

ルセンターなど、環境行政に関わる施設についても、学校や一般市民の方々が、環境教育や学習の場をと

して利用できるよう、見学できる。 
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 市民の環境学習活動を促進するため、環境学習施設や市内豊かな自然環境フィールド、環境にやさしい

工場などを組み合わせ、専門スタッフが、環境学習プログラムやエコツアーなど、楽しく学べるオーダー

メイドのメニューを提案する仕組みとして、「環境みらい学習システム」＝愛称「ドコエコ!」事業を進

めている。ドコエコの由来は、「エコはどこ。どこがエコ」からきています。例えば、命の進化について

学習したいという要望があれば、環境ミュージアムに隣接している、地球誕生から現代までの 46 億年を

460m のフィールドに置き換えて自分の足で歩いて体験する「地球の道」と、生命の進化の道筋と人の歴

史を展示解説した「いのちのたび博物館」での学習等を提案。北九州市の水の流れを知りたいという要望

があれば、浄水場→トイレや無添加せっけんの工場→浄化センター といったエコツアー、などを提案す

る。 

 
 市民の環境学習の機会を増やし、環境意識のレベルアップや環境に関心を持つ市民の裾野を広げること

を目的として、2008 年から「北九州市環境首都検定」を実施している。（全国初の環境分野のご当地検定

としても定着しており、）受検者は年々増加（2017 年:4,322 人）している。特に、学年やクラス単位で

受検する小学校受検校など広がりを見せている。毎年、検定には公式テキストを発行しており、12 月の

試験に先立ち、９月頃から、市内の各書店や環境ミュージアムで販売される。 
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  北九州市の学校での環境教育は、子どもたちが環境に関して持続可能な社会の構築につながる見方や

考え方を育み、よりよい環境の創造や保全のために、主体的に取組む態度や能力を育成することを目的と

している。そして、生徒の発達段階や地域の特性を考慮しながら、他の科目とも連携し、学校全体の教育

活動として行われている。 

 
 北九州市における学校での実際の環境教育の主な活動の事例紹介。「わが街わが校の環境作戦」は、各

学校が独自に活動内容を定めて実践し、ホームページ等で情報発信することで、他学校での活動を促進さ

せるものです。 
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 「環境アクティブ・ラーニング」は、小学４年生の総合的学習の時間という科目の中で、実際の環境活

動を通じ、学ぶ意欲、考える力を育てるものです。 

 
 「北九州市環境リサーチ隊」は、毎年夏休みの 3 日間、希望する小学５年生から中学１年生（約 30

名）が集まり、実際の環境体験を通じて、 「こども環境リーダー」としての自覚を促すものです。 
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 「ユネスコスクール推進指定校」は、市教育委員会が特色ある環境教育を推進する学校を指定し、平和

や国際連携を実践する学校を結ぶ世界的ネットワークに参加するもので、現在、小学校６校、中学校４校

あります。これらに加え、学校の特別活動として、主に 4 年生以上が学級を離れて組織する「放課後のク

ラブ活動」の中で、環境に関する活動を行っている学校があります。 

 
 学校での環境教育において、児童生徒が自ら考えることができるようにするなどの教育効果を高めるた

め、授業などで使用する教材の開発は重要。教材の開発にあたっては、身近な事柄を取上げたり、児童生

徒の興味・関心等を生かすなどの創意工夫を行う必要があり、公正な観点も必要。 
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 北九州市では、全国で初めて、年齢別の環境教育教材として環境副読本を開発しました。この教材は、

北九州市の事例を、写真やイラストを多用してビジュアルに構成されており、総合的・体系的に編集さ

れ、幼児から中学生までの成⾧段階にあわせた 5 段階シリーズとなっています。 

 
 副読本について、成⾧段階ごとの内容を簡単に紹介します。まず、小学校低学年では、自然に親しむこ

とと基本的な生活習慣や態度を習得する内容になっています。道端にごみを捨てないとか、ものを大切に

使うとか、基本的な事柄です。 
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 中学年になると、自然の観察や実際の過程ごみの処理過程を学ぶなど、より生活に実践的な内容になり

ます。 

 
 高学年になると、地球環境保全や地球温暖化など、大人も知識として必要な内容になっていきます。 
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 また、副読本に合わせ、書き込み式環境教育ワークブックとして「みどりのノート」も開発しました。

この教材についても、小学校各学年の学習に関連させながら総合的・体系的に構成され、写真やイラスト

などビジュアルで分かりやすくし、子どもたちが楽しみながら学ぶことができる仕様になっています。 

 
 このワークブックについても、副読本と同様に、北九州市の環境教育の教材の成⾧段階にあわせた内容

になっている。例えば、小学校 6 年間を見てみると、まず、小学校低学年では、特に自然への気づきを中

心に、ごみやリサイクル、大気、水などまで広げていき、中学年では、特にごみ問題やごみ処理のシステ

ムに重点をおいている。自然環境調査のほか、環境すごろく、かるた、歌などの体験学習がある。高学年

では、特に地球温暖化やエネルギー問題などの地球環境問題と、北九州市の公害克服の歴史などに重点を

置いています。 
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 また、学校での環境教育にあたっては、２０００年に日本の教育カリキュラムで導入された新たな科目

である「総合的な学習の時間」で実践されますが、理科、社会、道徳など他の科目の授業とも連携して取

り組めるようになっており、本市の教材は、こうした科目でも活用できる内容になっています。 

 
【マレーシア事業紹介（マラッカ）】 

北九州市では、これまでの環境教育の方法論についても世界展開に熱心です。 

マラッカ市ではマラッカ工科大学、九州工業大学の両大学と協力し、小学校での環境教育普及を通して、

マラッカ市全体での 3R 活動に波及するプロジェクトを実施しました。 
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添付 2-3. 北九州市 エコタウン・センター 

場所 北九州市 エコタウ

ン・センター他 

日時 2025 年 9 月 1 日 

13.15- 

講師 エコタウン・センター職員 

参加者 大山係⾧、宮本主査 

配布資料 エコタウン紹介資料（英語） 

 

  
 

 

（説明内容） 

 エコセンター職員から、エコタウン・センターの展示について、北九州市、エコタウン・センターの所

在地とそれらが北九州市の発展にどのように関係してきたか等を含む、エコタウンの開発、またエコタウ

ンの情報発信拠点としてのエコタウン・センターの設立経緯について説明の後、エコタウンの概要につい

て以下の通り説明があった。 

 

 エコタウンには 25 社が入居しており 27 事業を行っている 

 （ウボン県では、廃電気電子家電や廃自動車のリサイクルが盛んと聞いており）それらを業容とす

る企業も入居している。 

 廃家電では西日本家電リサイクル㈱、㈱リサイクルテック、日本磁力選鉱㈱、アステック入江㈱等

があり、ELV では、西日本オートリサイクル㈱などがある。 
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添付 2-4. 北九州市内 ごみ収集ポイント  

場所 北九州市内 集合住宅 日時 2025 年 9 月 2 日 

09.00-09.40 

講師 コミュニティー・センター職員、集合住宅管理組合 

参加者 大山係⾧、宮本主査 

配布資料 北九州市 ごみ出し手引書 

 

  
 

 北九州市戸畑区にある集合住宅のごみステーションを視察、北九州市環境局職員他から、北九州市にお

ける市民のゴミ出しと市による回収について以下の通り説明を受けた。 

 

 市は、市内に 38 千のごみステーションを設置しており、視察場所は、その中の一つ。 

 集合住宅では、ごみステーションの設置を要請している。これは義務ではないが、通常、ごみステ

ーションの設置が計画されていないと建設許可が下りないとされている。 

 ごみステーションの大きさ、構造等に規定はないが、入口のみ 2m 以上の幅とし、スライド式で

開閉できる施錠可能なドアの設置が必要である。 

 一般の住宅地では、住民が話し合いでごみステーションの設置場所を決めている。以前は戸別回収

を行っていたが、ステーション回収にしたことで回収効率が飛躍的に向上した。 

 ごみは種類別に分別し、決められた曜日の決められた時間にごみ出しをしている。 

 ごみは市の指定袋に入れて出すことになっており、指定以外のごみ袋で出されたごみは回収しない

決まりにしている。 

 ごみ袋は透明になっているので中のごみが見える。 

 回収されなかったごみは排出者が引き取る。集合住宅では管理会社が引き取り、適切の分別をした

うえで、次回の回収日時にごみ出しをしている。 
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 ごみが回収された後、集合住宅であれば管理事務所が、住宅地であれば、町内会の当番がごみステ

ーションを清掃、管理している。 

 ごみステーションが建屋になっていないところでは、カラスがごみを漁るなどの被害があったた

め、ごみにネットをかけるよう依頼している。 

 ゴミのネットは箱型とネット状のものがあり、市から数回提供した後は、有償で市民が購入する。

価格はサイズにもよるが数千円となっている。 

 回収されたごみは種類別に処理施設に運搬される。訪問日は一般ごみを回収する日となっており、

回収されたごみは日明の焼却施設で焼却処理される。 

 

 

質疑応答 

参加者 集合住宅の場合、新たな入居者には、ごみ出しについて都度、説明しているのか?その場

合、誰が説明をするのか? 

市 特に説明はしていない。日本では市町村がごみ出しのルールを制定しているところが多く、

移住者はそれらの情報をインターネットや市の広報等から調べて対応している。 

参加者 北九州市には留学生等、外国人も多いと聞いている。外国人は日本人と異なり、ごみ出しの

規則等をよく理解していないのでないかと推察するが、実態はどうか? 

市 中国語、韓国語、英語の説明書を作成し、外国人が多く居住、利用している場所等で広報を

行っている。各国の出身者で作る会などを通じて説明させて頂く場合もある。後者の活動か

らは一定の成果が得られていると認識している。 

参加者 本日のごみ回収では、ごみ特有の臭いが強くなかった。何か工夫はあるのか? 

市 本日視察頂いた施設はオープン・エア・タイプなので臭いは内にこもらないという理解で、

風通しの悪い場所では臭いがこもる。ごみ袋はレジ袋に比べて丈夫に出きており、廃液が漏

れにくい。口をしっかり閉じることで臭いを抑えることができる 

参加者 指定ごみ袋の導入と有償化について、市民の理解を得るのは困難ではなかった? 

市 市は市職員を各所に派遣し、住民から理解を得るように努めた。今日では市民の理解を得、

定着している 

参加者 ごみの回収は市が自ら行っているのか? 

市 以前は市が回収していたが、現在は外注している。結果、回収を効率よく行えるようになっ

た 
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添付 2-5. 日明 カン瓶リサイクリングセンター 

場所 日明 カン瓶リサイク

リングセンター 

日時 2025 年 9 月 2 日 

10.00-12.00 

講師 日明 カン瓶リサイクリングセンター 職員 

参加者 北九州市: 

配布資料 - 

 

  
 

（説明） 
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 北九州市は、週 2 回、一廃を回収 

 指定ごみ袋を販売しており、価格は容量に応じて 110～500 円（10 枚入） 

 市民が排出するごみは、厨芥、陶器片、ガラス片、繊維屑等、さまざま。 
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 北九州市は、週 1 回、プラごみを回収 

 市民は、プラごみを緑色の袋に入れて廃棄することになっている。 

 従来は容器や包装が対象であったが、新たに廃プラ製品が対象になった。 
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 缶と瓶の回収は週に 1 回 

 市民は茶色の袋に入れてごみ出しをしている 

 缶と瓶の回収対象は清涼飲料水の空き缶や空き瓶等 
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 割れた瓶や蛍光灯などは対象外。 

 ペットボトルは黄色のごみ袋で回収している。 
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 回収の対象は PET、洗剤や日用品のプラ容器は回収の対象外としている。 

 日明缶瓶リサイクル・センターでは、茶色と黄色の袋で回収する缶・瓶とペットボトルを回収して

いる。 
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 2023 年度の実績 
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 日明缶瓶リサイクルセンターでは、受け入れた缶・瓶、PET を分別した後、リサイクル業者の販

売している。その量は、鉄 325 トン、アルミ 800 トン、PET1,200 トンなどとなっている

（2023 年 実績） 
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添付 2-6. 北九州市内 リサイクルごみ回収ポイント 

場所 AEON MALL 日時 2025 年 9 月 2 日 

14.10 -14.50 

講師 市環境局 職員 

参加者 大山係⾧、宮本主査 

配布資料  

 

（説明） 

北九州市では循環型社会実現のため、市内の商業施設等に「拠点回収ボックス」等を設置し、以下の家庭

ごみの資源化を推進している。 

 

使用済み食用油 

古紙 

小型電子機器 

古着 

電池類（充電式含む） 

蛍光管 

紙パック・トレイ 

小物金属 

水銀体温計 
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添付 2-7. 環境ミュージアム 

場所 環境ミュージアム 日時 Sep.02, 2025 

15.00 -17.00 

講師 環境ミュージアム 職員 

参加者 大山係⾧、宮本主査 

配布資料 北九州市 環境ミュージアム紹介資料 (タイ語) 

 

 

 
 

（説明） 
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 環境ミュージアムは、日本万国博覧会 2001 北九州のパビリオンとして 2001 年に建設された。写真

は、2001 年当時の館内の様子。2002 年 4 月に正式に博物館としてオープンし、以来、環境学習プログ

ラムを提供している。 
 

 
未就学児および小学生 
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中高生 

 

 
大学生・社会人 

 

 
海外からの研修生 
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■環境ミュージアム 

■市民 約７０名のボランティアが活動中 

■機能 公害克服の歴史や地球環境問題など８つのゾーンで環境情報を発信 

～市民の環境学習・交流の総合拠点～ 

■設備 最新の環境技術を駆使した環境配慮設備 

（リサイクル素材、太陽光利用、氷蓄熱空調、ビオトープ、窒素酸化物吸収ブロックなど） 

■開館 2002 年４月 
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 タカミヤ環境ミュージアムの役割は、（1）情報の発信、（2）環境課題についてのコミュニケーション、

および（3）市民グループ、市内企業等の活動の紹介、活動の場の提供 

 

 
情報の発信（館内展示） 

北九州市の地勢的特徴や自然環境の紹介 
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第１ゾーンの展示（北九州市の歴史）北九州市は 1900 年代に官営八幡製鉄所が工場を開所、以降、日本

を代表する工業都市として日本の発展に貢献 

 

 
第 2 ゾーンの展示（北九州市の公害）当時は環境への認識が希薄であったため、十分な公害対策が行われ

ておらず、産業活動は、市内の大気、水環境を著しく悪化させた。 
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第 3 ゾーンの展示（ゲームを通じたカーボン・ニュートラルについての学習） 

 

 

 
第 4 ゾーンの展示（ごみの分別と市のリサイクル） 
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第５ゾーンの展示 北九州市の環境に関する施策とイニシアティブ 

 

 
 北九州市が環境ミュージアムは、「北九州市では、市民が自ら環境問題に取組み、関係者と協力し、環

境問題を解決した。一人一人ができることをやることでものごとを変えられること」を言うメッセージを

発信している。 
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 環境学習プログラムの開発事例の紹介 環境ミュージアムでは、幼稚園から成人までを対象とするさま

ざまな環境学習プログラムを開発している。 

 

 
 土日、⾧期休暇期間中の児童を対象とする環境学習プログラムも開発している。楽しみながら学習して

もらうことを重要なコンセプトの一つとしている。 
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 環境学習プログラムの事例紹介 空き缶を使ったバイクの模型制作、市内の河川探索、押し花、酸性雨

による影響の実験等を通じて、ごみの再利用、市の自然環境を学べるプログラムになっている。 
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 成人を対象とする環境講座の事例。市民団体等からの要請があれば講師を派遣し、講義を行っている。

講義には専門性を有する市の職員が派遣されることが多い。 

 

 
 環境ミュージアムは、また環境活動に従事する市民、市民団体の発表、交流の場としても活用されてい

る 
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環境ボランティアによる環境学習プログラムの実施 

 

 
 

環境ミュージアムの方針（1）経験から学ぶ 
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（2）楽しみながら学ぶ 

 

 
 展示物のみならずストーリーを説明、問いかけを含む説明、訪問者に考えてもらう説明 

 子供に対しては、「クイズを配布し、自由見学」や「ワークシートを配布し展示を説明」等の取組

を実施 
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添付 2-8. J-FILS ㈱ 

場所 Shinko Co., Ltd. 日時 

 

2025 年 9 月 3 日 

13.30 -15.00 

講師 Mr. Tani, Managing Director, J-Fils ㈱ 谷社⾧ 

参加者 大山係⾧、宮本主査 

配布資料 J Files ㈱ 会社、製品紹介資料 

 

 

（説明） 

 J Files は、北九州市内の水処理会社 

 J Files の水処理施設では、酵素により廃水を処理しているため、処理時間が短い上、臭いがしな

いという特⾧がある。 

 J Files は、設計、施工、廃水処理資材の販売、施設の保守保全を行っている。廃水処理資材は、1

度投入すると一定期間、施設を継続運転できる。 

 ベトナムの政府機関向けに施設を収めており、継続して資材を販売している。 

 視察先は市内の菓子工場でドーナツを主力とする商品を製造販売している。 
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添付 2-9. 横浜エコクリーン㈱ 

場所 JFE エンジニアリング

㈱ 会議室 

日時 2025 年 9 月 24 日 

9.30-10.30 

講師 大原、金原 JFE エンジニアリング㈱ 

参加者  

配布資料 横浜エコクリーン㈱ 説明資料 (タイ語版) 

 

 

  
 

1. 次第 

1-1．ピブン市⾧挨拶 および市の紹介 

1-2．ウボンラチャタニ県挨拶 および県の紹介 

1-3．JFE エンジニアリング㈱ 挨拶 

1-4．JFE エンジニアリング㈱ 会社・事業紹介 

1-5．横浜エコクリーン㈱ 会社・事業紹介 

 

2．協議内容 

2-1．ピブン市⾧挨拶 および市の紹介 

 割愛 

2-2．ウボンラチャタニ県挨拶 および県の紹介 

 割愛 

2-3．JFE エンジニアリング㈱ 挨拶 

 割愛 

2-4．JFE エンジニアリング㈱ 会社・事業紹介 
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 割愛 

2-5．横浜エコクリーン㈱ 会社・事業紹介 

 以下の通り 

 
 

 横浜エコクリーンは、横浜市鶴見区にある産業廃棄物処理施設で、多様な産業廃棄物を焼却処理す

る施設。 

 2011 年に JFE 環境株式会社により稼働開始され、廃プラスチック類、汚泥、廃油、廃酸、廃アル

カリなど幅広い廃棄物を受け入れ 

 処理能力は日量約 200 トン、年間約 62,000 トン 

 世界初の焼却・溶融システムを採用しており、キルン・ストーカ炉とキルン式灰溶融炉を組み合わ

せています。 

 焼却ガスは高温で処理されダイオキシン類を分解し、発生した熱エネルギーはボイラで熱回収され

た後、蒸気タービンを通じて発電に利用されるなど、エネルギーの有効活用も行っています。 
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 横浜エコクリーンでの廃棄物処理フロー 

 産廃（液状・固形）と医療系感染性廃棄物を処理 

 液状廃棄物はタンクに貯留し、タンクから炉に投入、固形廃棄物はごみピットに投入後、クレーン

で炉に投入、感染性廃棄物は炉に直接投入 

 炉はロータリーキルン式と溶融炉、焼却から発生する熱をボイラーで回収、蒸気をタービンに送り

発電している。また排ガスは排ガス処理施設で有害物質を除去した後、大気放出している。 

 焼却から発生する灰は処理会社に処理を委託している。 

 施設の大きな特⾧として、⾧期間に亘る高効率な施設運転が挙げられる。15 年以上、毎年 90％近

い操業率を維持している。これは JFE エンジニアリングのしっかりした O&M の賜物で、毎日の点

検、年次定期点検、また保守保全計画に基づく管理によるもの 

 加えてボイラーに付着するスケールの除去（外部から熱水を吹きかけて除去する装置を開発・採

用）等により、高い熱回収率も維持できている。 
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添付 2- 10. J Bio-Food recycle 

Venue J Bio-Food recycle Date & Time Sep.04, 2025 

10.45-12.00 

Lecturer  

Participant  

Material Food recycle Biogas Power Plant in Yokohama (English Version) 

 

  
1) Materials 
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 J&T 社のビジネスモデル＝循環型社会の形成支援と地産地消 

 

 
 J BIOFOOD は JFE と JR 東日本の合弁企業 

 JFE がプラントを建設、廃棄物を処理、JR 東日本が駅や店舗で発生するごみを管理 
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 日本では、食品リサイクル法が 2001 年に制定され、法により、食品工場、食品卸売業者・小売業

者に対して食品のリサイクルが義務付けられた。食品は、飼料、堆肥、メタン発酵等により処理

（リサイクル）される。 

 

 

 
 業種毎の食品リサイクル率の変遷。 

 工場による食品リサイクル率のみ目標を達成、その他の対象業種については、年々改善しているも

のの目標達成には至っていない。 
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 J BIOFOOD 社の強み。 

 メタン発酵残渣は、堆肥原料として利用するなど 100％利用。 

 顧客に回収から処理までの One Stop Service＋を提供（顧客の要望に応じてクリーン電力を供

給） 

 確実な適正処理（不適正処理の防止） 

 立地 

 

 
 J BIOFOOD の施設概要 

 処理容量は日量 80 トン、年間では 29 千トン 
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 発電量は年間 17 千 MW で、5700 世帯の消費電力をカバーできる計算。 

 年 7.8 千トンの温室効果ガスを削減できている。 

 
 J BIOFOOD にて受け入れている廃棄物の写真（食品工場からの廃原料や賞味期限切れのレスト

ラン等からの残渣等） 

 

 
 発酵槽の説明。容量は 4,200 立米、バイオガスの発生量は日量 最大で 800Nm3。 

 この発酵槽に含水率等を調整したスラリー状の厨芥を供給する。 



令和 7 年度 脱炭素社会実現のための都市間連携事業委託業務（タイ国ウボンラチャタニ県 JCM の利活用を通じた

カーボン・ニュートラル実現可能性調査事業） 

93 
 

 槽内は効率よく発酵が進むよう温度調整を行っている。発酵に要する期間は約 20 日 

 
ガスホルダーの写真と構造図。2 重の膜でできており、回収した生成メタンガスを一旦保管し、ガスエン

ジンに送っている 

 

 
 顧客からの廃棄物回収に電気ごみ収集車を導入している。電気自動車は、GHG を排出しない他、音も小

さく、また内燃車に比べて運用コストが 1/4 というメリットがある。バッテリーを交換するタイプになっ

ており、交換用バッテリーは７個を保有している。 
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 メタン発酵による食品残渣の処理は、プラごみが混入している等、飼料として利用できないごみを有効

利用する手段 

 

 
 JR 東日本ビルのリサイクル率の推移。J-BIOFOOD にごみ処理を依頼し 36％から 66％に上昇した。 
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 J-BIOFOOD の発電事業による温室効果ガスの削減。年間 17 千 MWh を発電し、7.8 千 CO2t の温室効

果ガスを削減している。 

 

 
 

 J-BIOFOOD は食品残渣を原料とするメタンガスから発電を行い、その残渣を肥料として農業利用する

という二つのリサイクルを実現している。また日本では地産地消というコンセプトがあるが、電力、肥料

は共に域内で利用している。 
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添付 3． 

 

 

 

現地関係者 協議メモ 

 
添付 3-1．キックオフ協議会 

添付 3-2．ラップアップ協議会 

添付 3-3．チェンマイ県庁 協議会 
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添付 3-1．キックオフ協議会 

 

ウボンラチャタニ県、ワリンチャムラップ市、ピブンマンサハン市、北九州市の都市間事業における 

2025 年度 ウボンラチャタニ県におけるカーボンニュートラル実現に向けた JCM プロジェクト開発調査 

キックオフ会議 

 

 ウボンラチャタニ県天然資源環境局（以下「PONRE」）、 ワリンチャムラップ市（以下「ワリン市」）、ピブン

マンサハン町（以下「ピブン市」）と北九州市は、都市間連携事業のもと、「タイ・ウボンラチャターニー県におけ

るカーボンニュートラル実現のための JCM プロジェクト開発調査キックオフ協議会」を以下の通り開催した。 

 

会場 : スコータイ・タマティラート・オープン大学（ウボンラチャターニー校）＆オンライン 

日時 : 2025 年 5 月 28 日 10:00-12:00（タイ標準時） 

プログラム : プログラム:添付資料 1 参照 

参加者 : 参加者:添付資料 1 参照 

配布資料 :    (1) プログラム 

  (2)    プロジェクト 2025 の紹介 

 

1. 開会 

1-1 PONRE 

 PONRE 局⾧は、全ての参加者に対する協議会参加への御礼に続き、「ウボンラチャタニ県（以下、「県」と

いう）は、ワリン市、ピブン市、バンコク市、ヤンキノック副郡事務所、更にはネットワークパートナーである第 12

環境公害管理局、 ウボンラチャタニ・ラジャパット大学、ウボンラチャタニ県の政府機関と連携し、2023 年から

北九州市との都市間連携事業である「ウボンラチャタニ県におけるカーボンニュートラル実現に向けた JCM プロジ

ェクト開発調査」を共同で実施している。本プロジェクトは、県の実情に即した様々な活動を通じて、県における

温室効果ガス排出量を削減することを目的としている。これまでの活動としては、廃棄物管理の向上では、ワリ

ン市、及びピブン市廃棄物処理場における一般廃棄物の組成分析を実施し、ウボンラチャタニ県で発生する廃

棄物の組成を明らかにした。平均廃棄物組成は、1) プラスチック 25.6%、2) ガラス・木材 24.55%、3) 食

品廃棄物 19.5%、4) 紙類 12.9%、5) その他（繊維、割れた瓶、石、金属、ゴム、皮革等）17.4%と

判明した。本分析に基づき、廃棄物エネルギー化（以下「WtE」）技術による適切な廃棄物管理手法を提

案した他、再生可能エネルギー（太陽光・バイオガス）利用支援策に加え、熱分解技術によるプラスチック・ポ

リウレタン（PU フォーム）廃棄物のエネルギー転換を通じた廃棄物問題解決アプローチを提言した。本年度の

活動では、県は、これまでの活動を踏まえ、関係者と協力し、国の温室効果ガス排出削減目標に沿うべく、

「県・カーボンニュートラル実現に向けた活動を継続する。本プロジェクト活動が、ウボンラチャタニ県のカーボンニュ



令和 7 年度 脱炭素社会実現のための都市間連携事業委託業務（タイ国ウボンラチャタニ県 JCM の利活

用を通じたカーボン・ニュートラル実現可能性調査事業） 

98 
 

ートラル及びネットゼロ排出に向けた温室効果ガス削減目標の早期達成に寄与することを期待している。北九

州市、ならびに本事業に参加頂いている各位に感謝申し上げ挨拶とさせて頂く。」と述べられた。 
 

1-2 北九州市 

 北九州市環境局 国際環境戦略課 担当課⾧は、会議の参加者全員に挨拶し、次のように述べた。 

「本日、ウボンラチャタニ県におけるカーボンニュートラル実現のための CM プロジェクト開発調査のキックオフ会議

を開催できたことを嬉しく思う。本プロジェクトは 2023 年より継続しており、日本側関係者が県を訪問し、またタ

イ側から関係者に日本にお越し頂き、北九州市の事業等を視察頂く等、さまざまな活動を通じて、両者の関

係を強化してきた。県の脱炭素化については、廃棄物発電（WtE）による適正な廃棄物管理、政府庁舎に

おける再生可能エネルギーの利用、熱分解技術、環境センターの設立などについて、協議を重ねてきており、今

後、これらの取組みが実施されることを期待しています。先日、北九州市は、日本の環境省（以下「MOEJ」と

いう）と協議会を開催しました。MOEJ も県におけるカーボンニュートラリティの達成に期待しています。関係各

位におかれては引き続きご支援をお願いしたい。」と述べられた。 

 

1-3  ピブン市  

ピブン市の助役は、「タイでは地方自治体に首⾧選挙が実施され、現時点で助役がピブン市⾧代行してい

る。本日は、協議会を開催できたことを嬉しく思う。また参加各位に協議会への参加について御礼申し上げたい。

ピブン市は、関係各位のピブン市の活動に対する支援、助力に感謝しており、引き続き、都市間協力事業での

活動に取り組んでいきたいと考えている。首⾧選出の結果、前市⾧が再選されており、市の方針に変更は生じ

ない（取組を継続）と理解している。」と述べた。 

 

2．協議 

2-1．プレゼンテーション  

業務受託者から、2025 年に実施予定のプロジェクト概要について配布資料に基づき提示した。 

 

2-2．質疑応答 

 出席者による質疑応答は以下の通りであった。  

PONRE タイは、2050 年までの緩和目標をカーボン・ニュートラルからゼロ・カーボンにすべく対策を検

討している。脱炭素社会の形成には、技術のみならず、人の育成重要であり、そのために青

少年の啓発を開始すべきと考えている。ピブン市の検討する環境学習センターの設立は、

廃棄物の管理等について、学んでもらう良い機会となる。本事業では、過去数年に亘り、

北九州市から市の環境学習について学ばせて頂いている。北九州市には、本年度も支援

の継続をお願いしたい。 
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北九州市 北九州市では、環境教育を教育カリキュラムに組み込み、小学 4 年生全員がエコタウン・

環境学習センター・発電所・廃棄物処理施設を訪問するよう義務付けている。自分たちの

出したごみがどこに行くのか、どう処理されているのかを実際に見てもらうことで理解を深めて

もらっている。 

 発電所建設に対して住民が反対することがある。市民(子供たち)への環境教育を通じて、

市民が廃棄物管理を正しく理解していれば、住民との合意形成が容易になる。 

JFE JFE はベトナムで 10MW の WtE（廃棄物発電）プロジェクトを現地企業との共同投資

で運営している。ピブン市の WtE についても検討したい。 

PONRE 本協力事業は、県にとって大変意義深いものであり、次年度以降も第 2 期として継続してもら

いたい。第2期では、プロジェクトの活動を知事など県の幹部にも周知し、県全体へ取組を拡大

していくべきである。 

タイ政府は、炭素排出権について検討しており、間もなく産業界とも協議を予定である。県内の

緩和からカーボン・クレジットが創出され、それらが資金メカニズムにアクセスできるようになれば、

県内の脱炭素活動は活性化する。 

県は、観光客の呼び込みに力を入れていく。観光客が増えると、廃棄物も増えるため、廃棄物

の管理が深刻な問題となる可能性がある。適切な廃棄物管理計画の策定も必要である。 

 

 

4．総括と閉会の挨拶 

4-1 北九州市環境局 

国際環境戦略課⾧は、参加者全員への謝意を表明した後、「協議で説明した 4 つの活動はこれまでの

協力の成果です。今後、これらの 4 つの事業中、１つでも多くの事業を実現すると共に、新たな脱炭素事業の

可能性を模索し、第 2 期事業として協力を継続できるよう取り組んでいく。各位からご支援をお願いしたい」と

述べられた。 

 

4-2 県天然資源環境局 

 局⾧は、参加者全員への感謝の言葉に続き「県は、2050 年までのカーボンニュートラル実現にむけて、北九

州市と協力していく。本プロジェクトからの具体的な成果に期待したい。また、その成果を踏まえ、第 2 期で、更

なる協力を行えれば考える。県は北九州市を全面的に支援する。」と述べられた。 
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協議の模様 

写真: 業務受託者 

 

添付ファイル 

1.    プログラムと参加者 

2.    プレゼンテーション 
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添付 3-1-1．出席者一覧 

1. Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani (PONRE) 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Montian Wiriyapan Director PONRE 
2. Mr. Noppadon Thanathamsathit Director Environment Subdivision, Strategy and 

Planning Subdivision 
3. Ms. Pornampha Surapakdee Environmentalist, 

Professional level 
Environment Subdivision 

2. Phibun Mangsahan Town Municipality 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Ms. Udom Yothaphan Municipal Clerk Phibun Mangsahan TM 
2. Mrs. Poonsri Srikhem Director Division of Public Health and 

Environment 
3. Mrs. Sarinya Phansang Head of Public Health and 

Environment Administration 
Subdivision 

Division of Public Health and 
Environment 

4. Mr. Nipon Boonlert Head of Civil Works 
Subdivision 

Division of Public Works 

3. Warin Chamrap Town Municipality *Participating via Online 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Kasemphan Kanchanee* Sanitation Technical Officer, 

Practitioner level 
Division of Sanitary Works 

4. City of Kitakyushu *Participating via Online 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Hibako Takafumi * Director City of Kitakyushu / Environment 

Bureau  2. Ms. Mifuyu Oyama * Deputy Director 
3. Ms Kana Miyamoto Senior Staff 

5. Technical Provider 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Atsushi Kuno  General Manager JFE Engineering Corporation 
2. Mr. Kazuta Sekiyama President Gomi Solutions Co., Ltd. 
3. Mr. Hiroko Okamoto Manger 
4. Mr. Satoshi Sugimoto Fellow EX Research Institute 

6. Secretariat 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Satoshi Takagi Representative EX Research Institute Bangkok Office 

/ EXRI ASIA  2. Ms. Kanokwan Olanrungreang Consultant 
3. Ms. Atitaya Kulasavate Assist. Researcher  
4. Mr. Kantatat Wannawasu Interpreter 
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添付 3-2．ラップアップ協議会 

 

ウボンラチャタニ県、ワリンチャムラップ市、ピブンマンサハン市、北九州市の都市間事業における 

2025 年度 ウボンラチャタニ県におけるカーボンニュートラル実現に向けた JCM プロジェクト開発調査 

キックオフ会議 

 

 ウボンラチャタニ県天然資源環境局（以下「PONRE」）、と北九州市は、都市間連携事業のもと、「タイ・ウボンラチャタ

ーニー県におけるカーボンニュートラル実現のための JCM プロジェクト開発調査ラップアップ協議会」を以下の通り開催した。 

 

会場 : 県天然資源環境局 局⾧湿 

日時 : 2026 年 2 月 19 日 14:00～（タイ標準時） 

プログラム : プログラム:添付資料 1 参照 

参加者 : 参加者:添付資料 1 参照 

配布資料 :    (2)  都市間連携事業 2023-2025 報告書 

 

2. 協議内容 

2-1. フェーズ 1 の成果概要 

北九州市代表は、ウボンラチャタニ県からの継続的な協力に謝意を述べるとともに、現在進行中のプロジ

ェクトのフェーズ 1 における成果について以下の通り説明を行った。 

 

 北九州市は、ピブンマンサハン市における WtE（廃棄物発電）事業の検討に必要なデータ（廃棄物

量・ごみ質等）を提供し、日系 EPC 企業の事業参画検討を支援した。 

 （なお、エネルギー省による FIT 制度下での売電公募が遅れているため、タイ側開発業者と日系 EPC

の協議は継続中である。） 

 北九州市は、廃棄物管理および環境教育に関する知見・ノウハウを共有し、その結果、ピブンマンサ

ハン市は環境教育センターを設立する予定である。 

 上記環境教育センター以外にも、北九州市での技術視察を契機として、廃棄物収集・運搬システムな

どのプログラムが関係機関により導入されつつある。 

 

2-2. 今後の計画 
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北九州市は、日本の環境技術をタイへ移転することを最優先事項として位置付けていることを強調した。 

特に、ピブンマンサハン市における WtE 事業は最も実現可能性が高い案件と認識しており、北九州市は

タイ国内の他地域で活動を拡大する場合であっても、ウボンラチャタニ県との都市間連携の枠組みの下、

引き続きピブンマンサハン市の WtE 事業に取り組む方針である。また、県内のカーボンニュートラルに

資するその他のプロジェクト提案についても歓迎する旨を表明した。 

 

2-3. 総括 

 PONRE（天然資源環境局）局⾧は、北九州市による継続的な取り組みに謝意を表し、今後の活動に対す

る支援の意思を確認した。また、本プロジェクトは県のニーズおよび国家政策の方向性と整合させること

が重要であると強調した。 
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添付 3-2- 1. 出席者一覧 

1. Government agencies from Ubon Ratchathani i Province 
 Name Position Dept. / Bureau 

2. Mr. Montian Wiriyapan Director Natural Resources and 
Environment Office 

3. Ms. Porn-Umpa Surabhugdi Environmentalist, 
Professional Level 

Environment Division 

 
2. City of Kitakyushu * online participation 

 Name Position Dept. / Bureau 
4. Ms. Mifuyu Ooyama Deputy Director City of Kitakyushu / Environment 

Bureau 5. Ms Kana Miyamoto Senior Staff 

 

3. Secretariat 
 Name Position Dept. / Bureau 

1. Mr. Satoshi Takagi Representative EX Research Institute Bangkok 
Office / EXRI ASIA  2. Ms. Kanokwan Olanrungreang Consultant 

3. Mr. Pornthep Lersaktanakorn Interpreter Individual 
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添付 3-3．チェンマイ県庁 協議会 

ウボンラチャタニ県、北九州市の都市間事業における 

2025 年度 ウボンラチャタニ県におけるカーボンニュートラル実現に向けた JCM プロジェクト開発調査 

会議 

 

 チェンマイ県庁と北九州市は、「タイ・ウボンラチャターニー県におけるカーボンニュートラル実現のための JCM プロジェクト開

発調査のチェンマイ県への横展開に関する協議を以下の通り開催した。 

 

1．基礎情報 

会場 : チェンマイ県 会議室 

日時 : 2026 年 2 月 17 日 09:30～（タイ標準時） 

プログラム : プログラム:添付資料 1 参照 

参加者 : 参加者:添付資料 1 参照 

配布資料 :    （1）北九州市 紹介資料   

（2）都市間連携事業説明資料 

 

2. 協議内容 

2-1. 開会および歓迎挨拶 

 チェンマイ県副知事は、参加者を歓迎するとともに、「2017 年から続くチェンマイ県と北九州市の⾧年

のパートナーシップを再確認した。また、カーボンニュートラルに向けた協力強化の重要性を強調し、こ

れはチェンマイ県の戦略方針とも一致している」と述べられた。 

 

2-2. 北九州市からの挨拶 

 北九州市環境局の代表は、継続的な協力関係に対する謝意を述べ、「本協議は、両都市が都市間連携の

枠組みの下で新たな協力を開始する重要な機会となる。特に、カーボンニュートラルおよび JCM プロジェ

クト開発の分野での連携を期待している」と述べられた。 

 

2-3. 情報共有および意見交換 

北九州市は、環境政策、エコタウン開発、国際協力における経験と成果を共有した。 
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チェンマイ県およびチェンマイ大学は、温室効果ガス削減、再生可能エネルギー、バイオチャー、廃棄物

管理、カーボンクレジット制度に関する現状、課題、潜在的プロジェクトについて説明した。 

両者は、JCM およびその他の協力枠組みが、パイロット事業や将来的な大規模プロジェクトを支援する上

でどのように活用できるかについて意見交換を行い、双方は協力における機会と課題について相互理解を

深めた。 

 

4.総括 

 北九州市とチェンマイ県は、環境分野、特にカーボンニュートラルおよび温室効果ガス削減に向けた協

力の意思を相互に確認した。両者は、JCM およびその他の国際枠組みを活用した共同プロジェクトの可能

性について、今後も協議・検討を継続することで合意した。チェンマイ県側の主担当機関として、チェン

マイ県天然資源環境局（PONRE）が指定され、関係機関と連携しながら調整を行うことが確認された。 

本会議は、北九州市とチェンマイ県の協力関係を再確認するとともに、次の段階に向けた具体的な連携に

向けた重要な一歩となった。 
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添付 3-2-1. 参加者一覧 

1. Government agencies from Chiang Mai Province 
 Name Position Dept. / Bureau 

1. Mr. Siwakorn Buapong Deputy Governor Chiang Mai Province  

2. Chief Petty Officer First Class. 

Witthaya Leelasart 
Deputy Chief 
Administrator 

Chiang Mai Provincial 
Administrative Organization 

3. Mr. Songkran Moonvichit Director Chiang Mai Provincial Industry 
Office 

4. Mr. Theerarat Wongchak Director Chiang Mai Provincial Office of 
Local Administration 

5. Ms. Jeeranun Sawangduang Director Chiang Mai Provincial Agriculture 
and Cooperatives Office 

6. Ms. Saithan Prasongkwamdee Director Chiang Mai Provincial Energy 
Office 

7. Mr. Jessada Kabchai Head of Strategy and 
Information Group 

Chiang Mai Provincial Agricultural 
Extension Office 

8. Ms. Jarunee Pumpuang Representative  Environmental and Pollution 
Control Office 1 (Chiang Mai) 

9. Mr. Pattana Chaiyakha Representative  Land Development Station 
10. Ms. Pakawan Saengsri Environmentalist, 

Professional Level 
Provincial Office of Natural 
Resources and Environment 

11. Ms. Karnchana Wongkad Policy and Plan Analyst, 
Professional Level  

Chiang Mai Provincial Agriculture 
and Cooperatives Office 

12. Mrs. Ubonwan Jirapong Environmentalist, Senior 
Professional Level 

Chiang Mai Provincial 
Administrative Organization 

13. Ms. Phassornrarat Chiarthit Environmentalist, 
Professional Level 

Chiang Mai Provincial 
Administrative Organization 

 
2. City of Kitakyushu * online participation 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Mr. Hibako Takafumi * Director City of Kitakyushu / Environment 

Bureau  2. Ms. Mifuyu Ooyama Deputy Director 
3. Ms Kana Miyamoto Senior Staff 

 
3. Chiang Mai University 

 Name Position Dept. / Bureau 
1. Prof. of Practice Sate Sampattagul Director 
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2. Jiranan Rodproobun Researcher  University Acadamic Service 
Center 

 

4. Secretariat 
 Name Position Dept. / Bureau 

1. Mr. Satoshi Takagi Representative EX Research Institute Bangkok 
Office / EXRI ASIA  2. Ms. Kanokwan Olanrungreang Consultant 

 

 
 

 

 

 

 


